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三条信用金庫 三條信用組合
本　店　　　 34-3311　中央支店　 32-3111 本店　　　34-2211
一ノ木戸支店 33-3541　四日町支店 32-2151 下田支店　46-2323
古城町支店   32-2141　東支店　　 32-5481 中央支店　32-3281
島田支店　　 34-1561　大崎支店　 38-4401 栄支店　　45-3151
塚野目支店　 38-3151　条南支店　 32-1511 南支店　　35-2225
保内支店　　 38-4911　月岡支店　 33-5270 北支店　　35-4351
本成寺支店　 36-6060　栄支店　　 45-5121

下田支店　　 46-2522　燕三条支店 62-3101

三条商工会議所会員向け 三条商工会議所会員向け 三条商工会議所会員向け 三条商工会議所会員向け 三条商工会議所会員向け 三条商工会議所会員向け 三条商工会議所会員向け
「メンバーズプライムローン」 「しんくみビジネスローン」 たいこうクイック事業ローン たいこうビジネスローン「繁盛Ⅲ」 たいこう事業所Ｖ-１ たいこう事業所Ｖ-２ たいこう事業所Ｖ-３

融資金額 2,000万円以内 5,000万円以内 500万円以上2,000万円以内 100万円以上5,000万円以内 2億円以内 法人…2億円以内
事業主…5,000万円以内

法人…8,000万円以内
事業主…2,000万円以内

担保 原則不要 無担保又は信保・不動産担保 無担保又は信保・不動産担保 不 要 不 要 不 要 不 要

申込条件

その他

ポイント

三条商工会議所会員向け特別融資制度商品一覧

法人…代表者１名
事業主…原則不要

法人…代表者１名
個人事業主…不要

金融機関

■金利0.2％優遇
■スピード審査

■金利0.25％優遇 ■金利0.2％優遇
■原則５営業日以内で回答

■金利0.2％優遇
■原則５営業日以内で回答

■金利0.2％優遇
■スピード審査

■申込時必要書類
①会員確認書

②決算書及び確定申告書２期分

③その他当金庫所定の書類

■融資時において当組合の組合員である
方

■申込時の必要書類
①会員確認書
　
②決算書及び確定申告書２期分

③その他所定の書類

■お申込みの際は、下記書類をご用意下
さい。原則５営業日以内に回答いたしま
す。
①会員確認書

②その他所定の書類

■お申込みの際は、下記書類をご用意下
さい。スピード審査いたします。
①会員確認書

②納税証明書

③その他所定の書類

■新潟県信用保証協会の保証が必要とな
ります。（保証料必要）

■お申込みの際は、下記書類をご用意下
さい。スピード審査いたします。
①会員確認書

②その他所定の書類

■新潟県信用保証協会の保証が必要とな
ります。（保証料必要）

■三条商工会議所の会員である方

■業歴が２年以上の方

■当金庫所定の審査基準に適合する方

■三条商工会議所の会員である方

■業歴２年以上の法人及び個人事業主

■当組合の審査基準を満たしている方

■三条商工会議所の会員である方

■当行所定の審査基準を満たしている方
（*融資額は、直近決算の平均月商の２
倍以内）

■三条商工会議所の会員である方

■業歴２年以上で、２期以上の税務申告
をしている法人

■当行所定の審査基準を満たしている方

■三条商工会議所の会員である方

■業歴２年以上で２期以上の税務申告を
している法人

■青色申告の個人事業主

■当行所定の審査基準を満たしている方

保証人
法人…代表者
個人事業主…配偶者または事業承継者

１名以上
（信保・不動産担保以外の場合）

保証人１名以上
（信保・不動産担保以外の場合）

融資利率

手形貸付…固定金利

証書貸付…変動金利

当金庫所定の金利より
0.25％優遇

変動金利

当組合所定利率から0.2％の
金利優遇

証書貸付…変動金利

当行所定利率から0.2％の
金利優遇

短期プライムレート連動の
変動金利

当行所定利率から0.2％の
金利優遇

短期プライムレート連動の
変動金利

当行所定利率から0.2％の
金利優遇

短期プライムレート連動の
変動金利

当行所定利率から0.2％の
金利優遇

資金使途 運転資金・設備資金 運転資金・設備資金 運転資金・設備資金 運転資金・設備資金 運転資金

無担保…５年以内
       （据置期間６ヶ月以内含む）
信保付・不動産担保…７年以内
       （据置期間６ヶ月以内含む）

三条東支店　32-3211

商品名

融資期間
返済方法

運転資金…５年以内
設備資金…１０年以内
         （据置期間１年以内含む）
元金均等・元利金均等返済

証書貸付…７年以内

大光銀行
三条支店　　32-1111

証書貸付…３年以内
　　　　　　　　（利息先取り分割）

手形貸付…一括返済

運転資金

１０年以内（据置１年以内）
証書貸付…元金均等毎月返済
　　　　　（利息先取）
手形貸付…一括返済
　　　　　（1年以内）

運転資金

５年以内
証書貸付…元金均等毎月返済

（利息先取）

１０年以内（据置１年以内）
証書貸付…元金均等毎月返済

（利息先取）

不 要

■三条商工会議所の会員である方

■業歴２年以上で２期以上の税務申告を
している法人

■当行所定の審査基準を満たしている方

■お申込みの際は、下記書類をご用意下
さい。スピード審査いたします。
①会員確認書

②その他所定の書類

■新潟県信用保証協会の保証が必要とな
ります。（保証料必要）

■金利0.2％優遇
■スピード審査

■金利0.2％優遇
■スピード審査

短期プライムレート連動の
変動金利

当行所定利率から0.2％の
金利優遇

法人…代表者１名
事業主…不要

■三条商工会議所の会員である方

■業歴２年以上で２期以上の税務申告を
している法人

■青色申告の個人事業主

■当行所定の審査基準を満たしている方

■お申込みの際は、下記書類をご用意下
さい。スピード審査いたします。
①会員確認書

②その他所定の書類

■新潟県信用保証協会の保証が必要とな
ります。（保証料必要）
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第四銀行 新潟縣信用組合 北越銀行
三条支店　　34-4111 三条支店　　33-2561 三条支店　　　33-1711
三条南支店　34-4111 三条東支店　35-3155 一ノ木戸支店　32-0311
三条東支店　32-2221 三条北支店　　33-1711
三条北支店　35-4411 ※三条北支店でお取引のお客様は、

※三条南支店でお取引のお客様は、 　 三条支店へお問合せ下さい。
  三条支店へお問合せ下さい。

三条商工会議所会員向け 三条商工会議所会員向け 三条商工会議所会員向け
事業安定化資金 けんしん「ビジネスローン」 「事業発展ローン

　　はればれ」

融資金額 5,000万円以内 1,000万円以内（10万円単位） ２億円以内（保証協会付）
5,000万円以内（不動産担保扱）

担保 不 要

申込条件

その他

ポイント

融資利率

保証人

金融機関

商品名

融資期間
返済方法

資金使途

■金利0.2％優遇■金利0.2％優遇 ■金利0.3％優遇

■三条商工会議所の会員である
こと

■中小企業・個人事業主である
こと

■不動産担保をご利用の場合は
上記他に６ヶ月以上同一事業
を営んでいること

■お申込みの際は下記書類をご持参下さ
い。
①会員確認書

②税務署受付印のある決算書類（２期
分）
　
③その他所定の書類

■融資時において当組合の組合員である
方

■申込時の必要書類
①会員確認書
　
②決算書及び確定申告書２期分
　
③その他所定の書類

■原則として信用保証協会の保証付。不
動産担保扱いも可能

■申込時の必要書類
　①会員確認書
　②その他所定の書類

■三条商工会議所の会員である法人・個
人事業主

■三条商工会議所の会員である方

■業歴２年以上の法人及び個人事業主

■当組合の審査基準を満たしている方

変動金利

当組合所定利率より0.3％
の金利優遇

当行の短期プライムレートを
基準金利とする変動金利

当行所定利率から0.2％の
金利優遇

必要により保証協会の保証
または不動産等の担保をい
ただく場合がございます。

保証協会利用の場合
・法人の方：原則代表者
・個人事業主の方：原則不要
不動産担保扱の場合
・当行所定の条件

法人…代表者
個人事業主…法定相続人又は
　　　　　　事業継承予定者１名

運転資金・設備資金 運転資金・設備資金

１年以内…固定金利
１年超…変動金利

当行所定の利率より0.2％の
金利優遇

証書貸付
５年以内（据置期間６ヶ月を含む） １０年以内

運転資金・設備資金

７年以内
（据置期間１年以内を含む）


